
中央 図書館 の相 互利用サービスとその移り変わり

中央図書館レファレンス課 佐 賀 京 子

を独立 した著作物 とみな して論文の複写を断

られた りすることもあ ります。著作権法の解

釈 には幅があ り、絶対的な判断が難 しい場合

もあるので、「大学図書館における著作権問題

Q&A」(*1)な どをにらみつつ頭 を悩ませ

ることもあ ります。

利用者が負担する複写料金はコピー代+郵

送料が基本ですが、依頼先によっては消費税

や振込手数料 などが上乗せされることもあ り

ます。料金は届いた文献 と引 き換 えにお預か

りして、まとめて必要な支払い処理を行います。

2-2.現 物貸借

現物貸借では図書 を借 り受けます。和書 ・

洋書を問わず依頼があ りますが、貸出の可否

は各図書館で異なるため、出版年が古い とい

う理由で断 られることもあれば、他大学では

同 じ図書で も通常の貸出を受けられることも

あ ります。ほかに断られる理由として多いの

は研究室所蔵や出版年 とは関係 なく資料劣化

など状態が悪い、などが挙げられます。貸出

期間は通常往復の郵送 日数 も含 まれますが、

図書館により2週 間から1ヶ 月と幅があ ります。

料金は片道分の送料にな ります。郵送は郵

便局のゆうパ ックやゆうメールに簡易書留 を

指定す るものが主ですが、他の宅配便を利用

する館 もあ ります。

1.相 互利用 とは

相互利用サービスは利用者が求める資料が

自館 になかった場合、他大学の図書館等 に依

頼 して文献の複写を取 り寄せたり、図書 を借

り受 けた りするものです。図書館問で資料を

融通することにより幅広い資料の提供が可能

とな り、利用者 に代わって取 り寄せを行 うこ

とで利用者の負担を軽減 し、利便性が向上 し

ます。図書館間相互協力、ILL(Ihter-hbraryLoan)

とも呼ばれます。中央図書館では本学に在籍

する利用者に対 してサー ビスを提供 していま

すので、教員 ・院生だけでなく、学部生 も多

く利用 してい ます。今回はまず これ らサー ビ

スの詳細 と関連する業務内容 を紹介 し、最近

10年 間の利用状況の変化について気づいたこ

とを概観 してみたいと思います。

2.サ ービス内容について

相互利用で提供 しているサービスは基本的

に文献複写、現物貸借、紹介状の発行の3つ

です。これ らはもちろん中央図書館の利用者

か らの依頼を代行するだけでなく、他館か ら

の依頼に対 しても同様 に受付 を行っています。

2-3.紹 介状の発行

他大学などの図書館を直接訪問 して資料 を

閲覧 ・複写利用する場合は紹介状が必要です。

広 く一般公開を行 ってお り身分証 さえ持参す

れば利用で きる館 もまれにありますが、通常

は資料の確保や身分の確認のための事前連絡

2-1.文 献複写

文献複写は雑誌に掲載 されている論文や図

書の一部分を複写 して郵送 してもらいます。

様々なデータベースの利用が普及 し、利用者

自身が検索結果か ら必要な文献の書誌事項を

指定 してこられることも多 く、書誌事項の特

定 とい う点では問題な く処理で きるものがほ

とんどですが、著作権法の規定により雑誌の

最新号に掲載された論文は複写できなかったり、

図書の一部であっても論文集などは1編 ずつ
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図1)文 献複写 ・現物貸借処理件数推移(平

成21年 度は21年6月 末時点の件数)

3-1.シ ス テ ム

上 で み た よ う な件 数 の推 移 に は い くつ か の

要 因 が あ りま す 。

まず 、 平 成8年 度 よ り現NII(国 立 情 報 学 研 究

所:当 時 は 学 術 情 報 セ ン タ ー)が 運 営 す る

NACSIS-ILLシ ス テ ム に参 加 して い ます 。 これ

に よ りILLシ ス テ ム を通 じた 他 館 か らの依 頼 が

増 加 し ま した 。 そ れ 以 前 の 相 互 利 用 の 手 段 と

して は 『学 術 雑 誌 総 合 目録 』 な ど の冊 子 体 目

録 で 該 当 資 料 の 所 蔵 館 を調 べ 、FAXや 往 復 は

が き な どで 依 頼 を行 っ て い ま した 。 これ に比

べILLシ ス テ ム を利 用 す る こ とで 依 頼 や 問 い 合

わ せ に 要 す る 日数 が 短 縮 され 、利 用 者 の 手 元

に 文 献 が 届 くの も早 くな っ た こ とが 当 館 の利

用 者 に とっ て も大 きな メ リ ッ トで した 。

このILLシ ス テ ム は平 成4年 度 よ り運 用 が 開

始 さ れ 、 平 成6年 度 よ り英 国 図 書 館 原 報 提 供

セ ン タ ー(BLDSC)と 、平 成8年 度 よ り国立

国 会 図 書 館 とILLサ ー ビス が 接 続 さ れ、 相 互 利

用 業 務 全 体 に 対 して 大 きな 役 割 を果 た して い

ます 。 なお 、 現 在 で は 国立 国 会 図 書 館 はILLシ

ス テ ム との接 続 を解 消 し、独 自 にwebサ イ トか

らの 依 頼 お よび 内 容 に よ っ て はFAXで の 依 頼

の み 受 け付 け て い ます 。 さ らにOCLC(Online

ComputerLibraryCenter,Inc.:ア メ リカ を中心 と

した 国 際 的 な 図 書 館 サ ー ビ ス機 関)お よ び先

の 項 で触 れ たKERIS(韓 国 教 育 学 術 情 報 院)

のILLシ ス テ ム と リ ン クす る グ ロー バ ルILLも

展 開 して お り、 当 館 で はKERISと の相 互 利 用

に 参 加 し て い ます 。 特 に 韓 国 との 相 互 利 用 は

お よび紹介状の持参を求められるため、これ

らの業務 を相互利用担当者が行ってい ます。

紹介状 も以前は公印のある文書を使用 してい

ましたが、現在多 くの大学図書館では事前連

絡 を行ったFAXの コピーを紹介状 として扱 っ

ています。当館で も加盟する私立大学図書館

協会西地区部会阪神地区協議会の相互利用担

当者連絡会で取 り決められた書式 を事前連絡

用紙および紹介状 として使用 しています。

相 互 利 用 の 各 サ ー ビ ス の依 頼 先 は 国 内 の 大

学 図 書 館 が 主 で す が 、 国 立 国 会 図 書 館 を は じ

め とす る公 共 図書 館 、 学 会 付 属 の 図 書 館 や 事

務 局 、 国 文 学 研 究 資 料 館 や 国 立 民 俗 学 博 物 館

とい っ た研 究 施 設 も含 ま れ ます 。 イ ギ リス の

英 国 図 書 館 原 報 提 供 セ ン タ ー(BLDSC)な ど

海 外 の 図書 館 へ の 依 頼 も行 っ て い ます 。 海 外

へ の依 頼 の場 合 、BLDSCお よび 韓 国教 育 学 術

情 報 院 が 運 営 し韓 国 の 大 学 図 書 館 が 参 加 して

い るKERISシ ス テ ムへ は 国 内 の 大 学 図 書 館 と

同様 にNACSIS-ILLシ ス テ ム を通 して 行 い ます 。

た だ し、KERISと の や り取 りは文 献 複 写 の み

で す 。 そ れ 以 外 の ア メ リ カ を は じめ と す る海

外 の 大 学 図 書 館 な どへ はIFLA(International

FederationofLibraryAssociations:国 際 図 書 館 連

盟)の 書 式 を利 用 して郵 送 で依 頼 した り、web

サ イ トに用 意 され たILL用 の フ ォー ム を利 用 す

る場 合 もあ ります 。

3.相 互利用の移 り変わり

文献複写お よび現物貸借の処理件数は図1

の とお りです。いずれも平成7年 度では受付

より依頼が多かったのですが、複写は翌平成

8年 度に、貸借 は平成12年 度に受付件数が依

頼件数を上回 り、以降現在 まで受付件数は依

頼件数を大幅に超える状況 となっています。



いうサービスを導入 した平成17年6月 時点で

は大学全体での電子 ジ ャーナルの契約数は

9,044点 、平成21年 度3月 末には10,800点 と

4年 間で1千 点以上の増加 とのことです。 さ

らに無料で公開されている電子 ジャーナルも

含めると 「検索ポータル」 に登録されている

点数は約38,000に ものぼ ります。

これらが相互利用 にどう影響 しているか、

とい うことですが、 まず速報性 とい う点か ら

は利用者 自身がジャーナルのサ イ トを検索す

ることが可能 になったため、まだ雑誌の掲載

号が決まっていない文献の情報を入手 し、早々

に複写依頼をされることがあ ります。これは

もちろん冊子体が発行 されていないので、掲

載が決 まり複写可能 になるまで待 ってもらう

ことになるのですが、電子 ジャーナルのILL利

用 を認めている図書館があればそちらに依頼

することもできます。

また、どの依頼でも以前は自館のOPAC(蔵

書検索 システム)を チェックし所蔵がなけれ

ば依頼手続 きを行っていたのですが、これに

加 えて先 ほどの検索ポータルの確認は欠かせ

な くなっています。それ以外 にも国内ではNII

が提供する文献データベースCiNiiに 全文 リン

クが導入された り、 ここ数年増加 してきた機

関リポジ トリや公共の研究機関であればその

webサ イ トに独自に研究紀要や報告書を公開し

ていることも多 く、実際の依頼 に取 りかかる

までのチェックが より入念にな り、時間がか

かるようになっています。反面、これまで入

手が考えられなかった海外の文献が著者や所

属機関のwebサ イ トで無料公開されているのに

行 き当たることもあ り、丹念な検索が求めら

れます。業務の手間は増えたか もしれませんが、

利用者が求める文献が無料で入手で きる機会

が増えるのは喜ばしいことです。

現 在 の と こ ろ複 写 の み で 件 数 も年 間 数 件 程 度

と少 な い で す が 、 こ れ まで ア ジ ア 地 域 の 文 献

入 手 は難 し く、 国 内 で 所 蔵 館 が 見 つ か らな け

れ ばBLDSCへ 依 頼 とい う の が 通 常 の パ ター ン

だ っ た た め 、 料 金 も安 く 日数 も そ れ ほ どか か

らず に入 手 で きる と い う選 択 肢 が 増 え た の は

あ りが たい こ とで す 。

ア ジ ァ 地 域 とい う点 で は 、 国 立 国 会 図 書 館

に依 頼 して 中 国 の 雑 誌 論 文 が あ る程 度 入 手 で

きる よ う に な っ た の も変 化 の ひ とつ で す 。 こ

れ は 国 立 国 会 図書 館 が 契 約 す る 中 国 学 術 雑 誌

全 文 デ ー タベ ー ス(CAJ)を 検 索 して収 録 され

て い る電 子 資 料 の コ ピー を 申 し込 む も の で す 。

主 と して 自然 科 学 系 の 雑 誌 や 紀 要 で す が 、 英

文 タ イ トル な どで 検 索 す る こ と も可 能 な た め 、

SciFinderな ど海 外 の 文 献 デ ー タ ベ ー ス で ヒ ッ

トした論 文 も探 す こ とが で きます 。

ま たILL業 務 シス テ ム を含 め た 図 書 館 シ ス テ

ム 自体 も入 れ 替 わ っ て い ます 。NACSIS-ILLに

参 加 し た 当 初 は 、DOBISと い うDOS版 の シ ス

テ ムで したが 、 平 成15年 度 よ りWindowsPCに

対 応 した富 士 通 のiLiswaveを 導 入 しま した 。 さ

ら に今 年 度 平 成21年 度 後 期 か ら はNECのEcats

Libraryを 新 た に導 入 し ま し た。 新 シス テ ム で

はMyラ イ ブ ラ リ ー とい う利 用 者 個 人 向 け の オ

ン ラ イ ン サ ー ビス を充 実 させ る予 定 で 、 相 互

利 用 の 申 し込 み も わ か りや す くな り、 さ ら に

多 くの 利 用 者 に サ ー ビス が 浸 透 す る こ とが 期

待 され ます 。

3-3.料 金処 理

相 互 利 用 業 務 の 大 部 分 は こ れ まで に 述 べ た

NACSIS-ILLシ ス テ ム に依 っ て い ます 。 こ の シ

ス テ ム を利 用 した料 金 の支 払 い 方 法 に も大 き

な 変 化 が あ り ま した 。 以 前 は複 写 ・貸 借 と も

3-2.電 子ジャーナル

相互利用業務 に大 きな変化 を及ぼ した要因

のひとつ としてwebと 電子ジャーナルの急速な

進展が挙げられます。電子ジャーナルは言う

まで もな くwebブ ラウザを介 して提供 され、

速報性 に加 え、バ ックナ ンバ ーの無料公開に

よる影響は絶大です。商業誌 に限らず学会誌

なども含めるとその公開数の増加は飛躍的です。

今回、当館で電子ジャーナルを管理する収書 ・

整理課の担当者に確認 したところ、当館のweb

サイ トで 「近畿大学電子ジャーナル検索ポー

タル」 として提供 しているEBSCO社 のAtoZと
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いて見てい きます と、まず海外文献の依頼に

ついては大幅な減少は感 じられません。残念

なが ら和洋別の統計 をとっていないので確た

る根拠はないのですが、 これまでと変わらず

比較的海外文献の依頼が多い というのが実感

です。 これは当館からの依頼についても他館

からの受付についても同様です。国内文献の

依頼が増加 しているという感触はあま りあ り

ません。逆に電子ジャーナルの項で述べたよ

うにCiNiiの 全文 リンクや機関リポジ トリの公

開な どにより他館に依頼せず とも入手できる

文献の割合が増 えているように感 じます。依

頼中心館 と受付 中心館 に分化 している点は否

めません。当館 は受付 中心 とまではいきませ

んが、比較すると図1お よび図2で 見るよう

に受付件数が依頼件数の2倍 近 くなってきて

います。

図2)2008年 度文献複写月別処理件数

阪神地区協議会加盟館の中にも、特 に相殺

制度参加後、受付増への対応 として複写料金

の単価 を値上げされた ところもあ ります。た

だ し、阪神地区協議会加盟館か らの依頼に対

しては従来通 りの単価 を維持 していただいて

いるのがあ りがたいところです。当館では料

金引 き上げは行なっていませんが、今後も受

付件数の増加が続 くようであれば同様の対応

を検討することになるかもしれません。

そのほか看護系大学図書館の受付増 につい

ては、東大阪キャンパスでは該当学部がない

ため検討 しかねます。

以上のように土屋教授 らの論文 については

頷けるところもあるものの当館の事例 として

は実感 しかねるところ もあ ります。当館の相

依頼1件 ずつにつき支払い処理が発生 してい

ました。複写の場合は郵便振替、貸借は切手

での支払いが主流で、国立大学への依頼の場

合は徴収猶予 という後払い制度があ り、毎年

度各大学への申請が必要で した。しかし平成16

年度からの国立大学法人化 もあ り、NACSIS-

ILLシ ステムに参加する館はそれまで国立大学

図書館 問でのみ実施 されていた料金相殺制度

にも参加することができるようにな りました。

当館では平成17年 度か ら相殺制度 に参加 して

います。この制度では1ヶ 月ごとに依頼 ・受

付の件数および料金の明細が通知 され、四半

期ごとに依頼 と受付の累積金額を比較 して、

差額 について支払い処理を行います。依頼過

多であれば差額をNIIに支払い、受付金額が依

頼金額を上回れば差額がN皿より振 り込まれます。

現在では依頼全体の8割 以上が相殺処理 とな

っています。依頼のたびに振込手数料を上乗

せ して利用者に請求する必要 もなくなり、支

払い業務も大幅に軽減されました。

相殺制度で発生 した料金処理については学

内の各キャンパス図書館の料金を中央図書館

で取 りまとめているのですが、平成19年 度か

らは毎回、受付金額が依頼金額を上回ってお り、

図1の 件数推移 に見 られた受付過多 を反映 し

ています。

4.ま とめとこれからの相互利用サービス

平成19年 に発表された千葉大学の土屋俊教

授 らの論文(*2)で は平成6年 か ら平成17

年までのNACSIS-ILLを 利用 した相互利用業務

についてい くつかの点が指摘 されています。

電子 ジャーナルのコンソーシアム導入などに

より海外文献の複写依頼は減少 している、そ

れに反 して国内文献の依頼が増加 している、

相互利用 といいなが ら特定の図書館への依頼

が集中 し、依頼中心の館 と受付 中心の館に分

化 している、受付 中心の館は主に大規模館で

あるが、国内看護系雑誌への依頼の増加 を受

けて中小規模ながら看護系大学図書館の受付

が増えている、などです。

当館の現状 のまとめとしてこれらの点につ



互利用サービスにおいては当分 の問受付増傾

向を含めて現状維持が続 くのではないか と思

います。ただ、webや データベースを利用者が

自在 に使 える環境が当た り前 となり、これま

では目に留 まらなかったような会議録や 自費

出版の資料、英語圏以外の学術雑誌 などに対

する入手要求が少 し増えているように感 じます。

情報 としては入手で きて も流通が一般的でな

いこれらの資料にどうやってアクセスするか

が今後の課題のひとつになりそうです。

今後 も相互利用サービスはNIIのILLシ ステ

ムを中心 として実施 してい くだけでなく、日々

登場する様々なwebサ ービスも柔軟 に取 り入れ

られるようアンテナを拡げてさらにサービス

の充実 を図ってい くことは間違いあ りません。

さらに利用者に対 しては、相互利用サービス

の存在 を引 き続 きアピール し、新図書館シス

テムも活用 してよりわか りやす く、利用 しや

すい、利用するときに躊躇 しなくてよいサー

ビスを提供できればと思います。

残念 なが ら私 自身は都合によりしば らく相

互利用業務 を離れることになったのですが、

この原稿で改めて10年 以上にわた り携わって

きた業務の全般 を振 り返 り、拙文なが らまと

めてみる機会を頂 けたことを嬉 しく思います。

*1)「 大学図書館における著作権問題Q&A」
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